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ルール化を進める
  部会や懇談会の
  意見等を踏まえる

ルール化を進める
  高さ制限の是非を
  景観審議会に諮る

          景観地区検討部会

①『開発と環境との調整』を主目的に検討
 ・開発のスプロールによる緑（農地・樹林）喪失の回避
 ・エリア全体のサービス低下に繋がる滞在施設の抑制

↓
４つの土地利用区分（拠点/低層/維持/保全）

②「土地利用規制」のみでリゾートの魅力が向上？
 ・交通対策（渋滞や駐車場の不足）
 ・歩いて楽しめる場づくり（店舗や飲食店の誘導）

③関係する方への周知や意見への傾聴
 ・住民やこの地域で生業としている事業者
 ・土地・建物の所有者

・景観計画に係るアンケート(R2.6)
・公開による部会の開催
・地域懇談会の実施（R4.３）
★今後、パブコメなどを予定

キース氏・渡辺氏の要望書
・利害関係者への意見を聴く機会の確保 【部会③関係】
・リゾートプランニングの視点によるリゾート地づくり 【部会②関係】
・スキー場の規模やインフラ、観光客の満足度にに見合ったキャパシティ 【部会①②関係】
・HANAZONOエリアにおける受け入れ客に見合った高さ制限の設定 【部会①関係】
・ローワービレッジ地区の高さ制限緩和への反対 【部会②関係】

（１）景観地区検討部会での議論の整理

観光地マスタープラン
・国際的な評価・ブランド価値の向上
・開発総量の適切なコントロール
・キャパシティによるストック総量の上限の目安

・最低敷地面積の強化
・緑化率の導入
・特定用途制限地域による
 宿泊施設の制限
   など

・ローワービレッジ地区の
 混雑化の解消
★その他、拠点エリアの検
 討整理が不十分

１センタービレッジ

２ローワービレッジ

３山田Ⅱ

４道道沿道
  （山田交差点～樺山分校）
５維持型エリア

６保全エリア

７花園ビレッジ

対応するエリア区分
  部会とは別に検討
   観光地経営（リゾー
    トプランニング）の視
     点からの賑わいづく
り、交通対策の検討
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（２）キース氏・渡辺氏の要望書への対応について

要望書の要旨 陳情審査意見（町議会） 町の回答案（概要）
 地域の利害関係者の意見を述べ
る機会を与えられるべきである。

既存の建物に対する規制及び今
後も予想される新たな大規模開
発の場合は、検討部会や町民等
の意見聴取や議論への参加機会
を十分に設けるものとする。

〇部会は、地域の利害関係を有する代表として団体推薦など７名の委員で構成し、今後も
 公開の場で開催する予定
〇地域の意見を聞く機会として懇談会を３月に開催し、いただいた意見を検討に生かしていく
○パブコメ前には改めて懇談会を行うこととし、事前に広報で周知するなど全町民を対象
 とした丁寧な周知と意見交換の機会を図りたい。
〇全ての利害を有する人から意見をいただくため、今後行う「パブコメ」では全地権者に
 郵送（はがき）で案内する予定。

 国際的なリゾート“ニセコ”に見
合ったまちづくりを進めるべきで
ある。都市計画の専門を担当者と
し、外注する場合はリゾートプラ
ンニングの専門家であるべき。

本町における特殊性を鑑みると
地域の安全性・快適性の創出に
は専門の見知を有する者から意
見を積極的に求めることは有効
な手段である。

〇職員体制では専門の担当者の確保は困難だが、研修等によるスキル向上に努めている。
〇ただ、職員が十分に対応できない場合には、会議への有識者等の出席で補っている。
〇今回の景観地区部会も部会長を専門家に担っていただき、検討の道筋をつけてもらって
 いる。
〇スキー場周辺のまちづくりの検討にはリゾートプランニングの専門家の支援も検討

 ルールの基準は、スキー場の混雑に
伴う安全性、インフラのキャパシティ
（上下水道、道路、電気、駐車場、除
排雪）、景観なども考慮するべき
 ニセコエリア全体の観光客、ス
タッフの人数を考慮し、町として
のキャパシティを定めてその人数
を超えないルールを定めるべき

キャパシティについては将来を
見据え、その都度必要な見直し
を行うべき。

〇良質で快適な滞在環境の構築のため、本町は制限強化を図ることが重要であると考えている。
〇要望者もキャパシティへの危惧に関する表現が多くあることから、スプロール抑制に係
 る制限強化については本町と同様の考えであると解釈
〇そこで、観光地マスタープランでは開発総量の適切なコントロールの観点からベッド数
 の目安（18,000ベッド）を定めている。
〇本町ではこれを踏まえて検討し、部会においてもこの目安を妥当としてルール案を進め
 てきたところ。
〇ご要望のキャパシティは広域的な観光地経営の視点によるリゾート地のあり方の検討に
 有効と思うので、関係町村との連携が必要と考えている。

 ルールは公共交通、渋滞、駐車
場を考慮し制定するべきである。

〇この問題は、従業員の通勤対策や宿泊客への公共交通利用の誘導などのソフト
 面等の対応を踏まえて検討するべきと考える。

 花園エリアで計画している受け入れ客
は可能なのか。高さ制限については、ヒ
ラフスキー場周辺と花園スキー場周辺の
制限は同等である必要がある。

花園エリアの建築物については
現況を考慮しつつ高さ制限を設
けるべき。

〇１社によるマスターデベロッパーとして総合的かつ一体性のある開発により、個別協議
 で進めてきた。
〇ボリュームを抑えることについて、今後開発が見込まれるエリアの容積率強化を予定
〇高さは景観調整という考えとなるが、議会の審査意見を踏まえ、景観審議会に諮る。

 ペンションビレッジの高さ制限を13m
から16ｍに引き上げる案では、狭い区画
にペンシルビルが建ち並ぶ可能性がある。
私たちはこの提案に強く反対。

〇高さを緩和することにより、戸建て型から集合住宅化への建築を助長し、課題である交
 通の混雑化を更に深刻化する恐れがある。
○緩和による街並み形成への景観上の影響がある。
○よって、13ｍのままとすることで進める。

　これまでの部会の意見内容、町議会の陳情審査意見を踏まえ、町の回答を示すこととしています。
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（３）今後の検討・整理すべき事項

区  分 前回部会（R4.2）からのルール案の修正の方向性 備考（前回部会までのルール案の概要）

準都市計画区域の範囲 修正なし 国道５号周辺の字高砂・字比羅夫・字峠下等の地域に拡大

景観地区/特定用途制限地域の地区区分 区域の範囲の変更を検討  景観地区１７地区、特定用途制限地域６地域

形
態
制
限

建ぺい率 修正なし 従前のルールを維持

容積率 修正なし ほぼ従前のルールを維持（一部区域で300％→200％に強化）

斜線制限（道路・隣地） 修正なし 圧迫感軽減の観点から道路斜線制限強化（拠点型の一部を除く）

景
観
地
区

建
築
物

形態意匠 修正なし
外壁等の色の規制緩和（低明度を許容）と強化（紫系の彩度抑制）
外壁からの突出物の制限強化
ローワービレッジ地区における建築物内での駐車スペース確保
建築物に付属する設備機器等の設置位置の制限強化 

高さ ローワービレッジ地区の高さ見直し（16m→13m）
花園ビレッジ地区・ワイススキー場地区の高さ制限検討

ローワービレッジ地区の制限緩和（13m→16m）
山田Ⅱ地区・東岩尾別地区の制限強化（→13m）
大沢川沿い地区の樺山保全地区編入による制限強化（→13m)

外壁後退距離 修正なし 保全型地区における道路後退距離の強化

最低敷地面積 修正なし ローワービレッジ地区、山田Ⅰ地区の強化
保全型地区は林地開発行為（別荘型）を参考に1,000㎡に強化

開
発
行
為

緑化率 実態等を踏まえた修正を検討中 地域の状況に応じて植栽の率を設定（５～50％）

緑地率 修正なし 開発に伴うオープンスペースの確保（開発区域の５％）

法面・擁壁の制限 修正なし 盛土法面（1:1.8）切土法面（1:1.5）擁壁（直立2m、勾配5m）

特
定
用
途
制
限
地
域

ホテルまたは旅館 目指すべき土地利用に適ったルール案の見直しを
検討

維持型・保全型エリア床面積1,000㎡以下へ強化（床
面積3,000㎡以下までは条件付きで適用除外を検討）

店舗 修正なし 維持型・保全型エリア床面積1,000㎡以下（観光Ⅲ地区を除く）

工場系 修正なし アトリエ・工房、地場産の食品製造業を想定した立地の緩和

運動施設 スケート場以外にリゾート地に求める施設等を検討 スケート場などのリゾート地形成につながる施設の立地を緩和

 ① 部会や懇談会意見を踏まえたルール案の修正について
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 ② エリアごとの景観形成の方針とイメージ図等による共有化について
    どのような魅力ある景観形成をめざしていくか、各地区の方針を整理し、方針のイメージ図の作成またはをエリア内で理想的な
   街なみが形成されている写真などを示し、各地区の景観形成の共有を図ります。他の地区のイメージ図等は、次回の部会を目途
   に整理します。

地区名 双子山・西岩尾別・旭・花園地区

方 針 豊かな農地・森林が広がっ
ており、幹線道路からの眺
望に恵まれている地区であ
る。全体的に開発圧力が高
まっており、環境への負荷
を抑え、緑を保全・創出す
る。

地区名 山田Ⅰ地区
方 針 グラン・ヒラフスキー場に

近接し、低層のコンドミニ
アムや別荘が建ち並んでい
る地区である。羊蹄山の眺
望が確保できる良好な景観
形成が図られており、今後
も勾配屋根を基調とし、敷
地にゆとりを持たせた良好
な街並み形成をめざす。

３ 今後の検討・整理すべき事項

【イメージ図の例】
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３ 今後の検討・整理すべき事項

② エリアごとの景観形成の方針とイメージ図による共有化について
    各地区の景観形成の方針（案）その１

地区名 景観形成の方針

拠
　
点
　
型

センタービレッジ地区  グラン・ヒラフスキー場の中心として、宿泊施設や商業施設が集積した地区である。ホ
テル、コンドミニアム等の中規模程度の建築物が建築可能な地区として位置づけ、回遊性
の高い賑わいのある街並み形成をめざす。

花園ビレッジⅠ地区 スキー場を中心としたニセコHANAZONOリゾートの中心的な機能を有する地区で
ある。スキーリゾート地による賑わいのある大規模建築物を可能とし、自然環境と
調和した良好な景観形成を目指す。

花園ビレッジⅡ地区 自然公園に隣接し、スキー場と一体となったニセコHANAZONOリゾートの開発を予定して
いる地区である。リゾート地を支える比較的規模の大きな建築物を可能としつつも、全体
的に森林で覆われている環境を生かし、周囲に突出した印象を与えない自然環境と一体と
なった景観形成をめざす。

ワイススキー場地区 自然公園に隣接し、今後再稼働が見込まれるワイススキー場の中心的な機能が見込
まれる地区である。スキーリゾートを支える比較的規模の大きな建築物を可能としつつ
も、周囲が森林で覆われている環境に配慮し、周囲に突出した印象を与えない自然環境と
一体となった景観形成を目指す。

低
　
層
　
型

ローワービレッジ地区  小規模建築物が小敷地のなかに密集しており、戸建て型のコンドミニアムを中心
に小規模な飲食店などが混在した地区である。スキー場に近い立地を生かし、敷地
にゆとりを持たせ、緑も生かした質の高い滞在空間を確保した小規模建築物で構成
するリゾート地の街並み形成をめざす。

ニセコひらふ沿道地区  グラン・ヒラフスキー場へのアクセスとなる道道蘭越ニセコ倶知安線の沿道に低
層で勾配屋根の店舗、事務所等が立地したスキー場の賑わいを支える地区である。
リゾート地を感じさせるゆとりある低層の街並み形成をめざす。

樺山沿道地区  グラン・ヒラフスキー場へのアクセスとなる道道蘭越ニセコ倶知安線の沿道に低
層の宿泊施設、店舗が立地した地区である。低層で落ち着きのあるリゾート地の形
成をめざす。
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地区名 景観形成の方針

維
　
持
　
型

山田Ⅰ地区  グラン・ヒラフスキー場に近接し、低層のコンドミニアムや別荘が建ち並んでい
る地区である。羊蹄山の眺望が確保できる良好な景観形成が図られており、今後も
勾配屋根を基調とし、敷地にゆとりを持たせた良好な街並み形成をめざす。

山田Ⅱ地区  グラン・ヒラフスキー場に近接し、今後開発圧力が高まることが予想される地区
である。宿泊施設をはじめ、店舗等の立地による低層で比較的中規模な建築物が建
築可能な地区と位置づけ、落ち着きのある緑を生かした良好な景観形成をめざす。

羊蹄の里地区  樹木が充分確保され整然とした敷地内に、住宅・別荘が建ち並ぶ地区である。今後とも、
緑を取り込んだ低層住宅・別荘地地区としての街並み形成をめざす。

パビリオンズ地区  森林に囲まれ、戸建て型のコンドミニアム、店舗等が形成している地区である。
敷地にゆとりを持たせ、自然に溶け込んだリゾート地の形成をめざす。

カントリーリゾート地区  周囲が森林に囲まれた低層の住宅・別荘・戸建て型のコンドミニアムが建ち並ぶ
地区である。低層で落ち着きのある小規模の住宅・別荘による環境を保全する。

ノースヒルズ地区  自然に埋もれる形で、広い敷地面積のなかに別荘など小規模建築物が建ち並ぶ地区であ
る。今後とも、自然と調和したゆったりとした空間のなかに、低層建築物で構成される別
荘・住宅地としての環境を保全する。

東岩尾別地区  国道５号から、花園・ヒラフスキー場への玄関口となっており、市街地に隣接す
る住宅、事業所及び農地が混在する地区である。ニセコHANAZONOリゾート及び
グラン・ヒラフスキー場への玄関口として、良好な街並み形成を目指す。

３ 今後の検討・整理すべき事項

② エリアごとの景観形成の方針とイメージ図による共有化について
    各地区の景観形成の方針（案）その２
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地区名 景観形成の方針

保
　
全
　
型

リゾートゲートウェイ地区  リゾートエリアの玄関口として、国道５号からサンモリッツ大橋までの道道の沿
道の地区である。沿道は農地・森林が形成しており、リゾートの雰囲気を感じる落
ち着きのある低層で勾配屋根による景観形成を目指す。

樺山保全地区  豊かな農地・森林が広がっており、道道沿いは開けた土地が多く羊蹄山の眺望が
確保され、道道から離れたところは森林が広がっている地区である。全体的に開発
圧力が高まっており、環境への負荷を抑え、緑を保全・創出する。

双子山・西岩尾別・旭・花園地区  豊かな農地・森林が広がっており、幹線道路からの眺望に恵まれている地区であ
る。全体的に開発圧力が高まっており、環境への負荷を抑え、緑を保全・創出する。

３ 今後の検討・整理すべき事項

② エリアごとの景観形成の方針とイメージ図による共有化について
    各地区の景観形成の方針（案）その２
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３ 今後の検討・整理すべき事項

③ 新景観地区（案）の一部編入について
ワイススキー場周辺のリゾート型の土地利用需要への対応を目的として、以下の地域について景観地区の一部編入を検討し
ます。

新景観地区図（案） 新特定用途制限地域図（案）

一部編入の検討地域 一部編入の検討地域

景観地区外 → 双子山・西岩尾別・旭・花園地区 農地森林保全Ⅰ地区 → 農地森林保全Ⅱ地区

北側の境界：共和町
東側の境界：町道（その東側は町営花園牧場）
西側の境界：国有林
南側の境界：自然公園区域・ワイススキー場地区
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３ 今後の検討・整理すべき事項

④ 【特定用途制限地域】宿泊施設（ホテルまたは旅館）の床面積制限（1,000㎡以下）のルール案について

【備考】準都市計画区域拡大地域の制限の考え方（字高砂・字比羅夫・字峠下など）

審査基準のイメージ（床面積1,000㎡以下）
・建ぺい率30％以下 ・容積率50％以下
・収容人員10名以下
・地上３階以下
・隣地からの外壁後退距離５ｍ以上確保

区分 坐忘林 楽水山

敷地面積 約10,000㎡ 約22,600㎡

延べ床面積 約3,000㎡ 約3,400㎡

建ぺい率 約29％ 約14%

容積率 約30％ 約15%

宿泊収容人数 44人 約80人

宿泊者１人あ
たり床面積 約68㎡ 約40㎡

審査基準のイメージ（床面積10,000㎡以下）
・建ぺい率30％以下 ・容積率50％以下
・収容人員200名以下（床面積×200/10,000を上限）
・地上３階以下
・道路・隣地から30ｍ以上の外壁後退距離の確保

審査基準のイメージ（床面積3,000㎡以下）
・建ぺい率30％以下 ・容積率50％以下
・収容人員50名以下（床面積×50/3,000を上限）
・地上３階以下
・道路・隣地から15ｍ以上の外壁後退距離の確保

スキー場から大きく離れており、住宅地や農地が形成され、国道５号沿道では暮らしや産業につながる店舗や工場・事業所が立地して
いるなど、倶知安町民の暮らしに大きく関わりのある地域である。現在の地域住民の暮らしや産業を維持していくことを目的とした用
途にするため、宿泊施設を原則禁止（住宅併用型を除く予定）とする。（適用除外を設けない予定） 10

これまでの部会や懇談会において、保全型エリアなどの床面積1,000㎡以下にしようとしているエリアについて
  ・緑に埋もれるように点在する配置で、戸建て型の小規模建築物を基調とする土地利用が望ましい
  ・規模の大きな建築物でも自然環境に配慮し、宿泊者数を抑えたものについては認めて良い（例：坐忘林、楽水山）
といった意見がありました。
現在検討している床面積1,000㎡以下のみのルールであれば、上記のような望むべき土地利用を図ることが難しいことから、
これら望むべき土地利用に近づけるためのルール案を再考しています。 

＜検討している手法＞
 第９回部会で提案した、床面積1,000㎡を超え3,000㎡以下の場合における町長の
「適用除外に関する許可」を活用し、許可に必要な基準について、開発スプロール
を抑えた望むべき土地利用につながるルールの設定。

＜ルールのイメージ＞
 ・床面積1,000㎡以下の宿泊施設も「適用除外の許可」の対象とする。
 ・高質なホテルにおいてはまとまった床面積の確保が求められることも踏まえ、床面積
  10,000㎡の上限を検討
 ・床面積1,000㎡超の「適用除外」の基準は、保全型エリアのホテルの現況を参考
 ・現在の山田Ⅱ地区に該当する「観光Ⅲ地区」に対する賑わい確保への配慮

注）このような手法が妥当か北海道などとも調整が必要であり、次回部会までに方向性を出したい。
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懇談会

要望・懇談会等に基づくルール案の修正検討

3月3,4日 パブコメ

法定手続（都市計画）

施行

Ｒ５年度Ｒ３年度 Ｒ４年度

景
観
地
区
・
特
定
用
途
制
限
地
域

陳情審査（町議会）

要望書回答

部会

景審 都審

説明会

議決

道都審

①8/18

町民意見交換会

①8/下 ①

条例

部会 部会

景審

② ③

② 都審② 都審③ 都審④

全地権者にお知らせ
（ハガキ）

全地権者に案内
（封書）

花園ビレッジ地区
関係の審議

令和５年秋頃

（４）施行までのスケジュール
 町議会による陳情審査、懇談会等による意見に伴うルール案の修正、利害関係を有する方などへの対応を踏まえ、当初予定しいていた
 「令和４年秋以降」としていた施行時期を「令和５年秋頃」に修正します。

景審・・・倶知安町景観審議会 都審・・・倶知安町都市計画審議会 道都審・・・北海道都市計画審議会

注）特定用途制限地域について、土地利用の影響の大きな「ホテルまたは旅館」に係る制限の施行猶予を検討

施行日までに開発行為の工事着手した区
域の「ホテルまたは旅館」建築物 施行日から２～３年程度の猶予設定

上記以外の建築物 施行日から新ルール適用

11

市街地含む幅広く聴く
（広報紙による周知）

ルール案の全体を提示（９月下旬～10月上旬ころ）


